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決議案第１号 

 

 

議案第５８号 財産の取得（追認）について に対する附帯決議 

 

 

 上記の議案を柏原市議会会議規則第１３条の規定により提出する。 
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議案第５８号 財産の取得（追認）について に対する附帯決議（案） 

 

 地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例の規定に基づき行う、財産の取得に関する

議会の議決は、地方公共団体が財産を取得するための不可欠な前提条件で

ある。しかし、今回の議会に追認の議決を求めて議案を提出されたことは、

議会の持つ「議決権」を看過した、深刻な法令違反であるとともに、民主

的なプロセスを踏まえない、議会制度そのものを軽視した行為であり、決

して許されるものではない。 

 現代の行政において、法令遵守は当然の責務であるにもかかわらず、今

回の事案が発生したことは重大であり、理事者には深い反省を求める。 

 また、柏原市議会としては、法令に違反して財産を取得した現状を決し

て容認できないが、苦渋の選択として今回の追認の議案を認めざるを得な

い状況である。 

 よって、これが最後の違法事案となるよう、今後は本市の契約業務を徹

底的かつ早急に見直し、二度と同様の問題が発生しないよう強く要求する。 

 以上、決議する。 

  

令和６年１０月２日 

                                      大阪府柏原市議会 


